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弁
護
士
の
報
酬
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
二
月
二
十
六
日
会
規
第
六
十
八
号
）

平
成
二
〇
年
一
二
月

五
日

改
正

同

二
六
年
一
二
月

五
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
会
則
第
八
十
七
条
第
二
項
（
弁
護
士
法
人

規
程
（
会
規
第
四
十
七
号
）
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

の
規
定
に
基
づ
き

弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人

以

。）

、

（

下
「
弁
護
士
等
」
と
い
う

）
の
報
酬
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

。

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
弁
護
士
等
の
報
酬
）

第
二
条

弁
護
士
等
の
報
酬
は
、
経
済
的
利
益
、
事
案
の
難
易
、
時

間
及
び
労
力
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
適
正
か
つ
妥
当
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
酬
基
準
）

第
三
条

弁
護
士
等
は
、
弁
護
士
等
の
報
酬
に
関
す
る
基
準
を
作
成

し
、
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
基
準
に
は
、
報
酬
の
種
類
、
金
額
、
算
定
方
法
、
支
払

時
期
そ
の
他
弁
護
士
等
の
報
酬
を
算
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
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項
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
酬
見
積
書
）

第
四
条

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら

申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
法
律
事
務
の
内
容
に
応
じ
た
報

酬
見
積
書
の
作
成
及
び
交
付
に
努
め
る
。

（
報
酬
の
説
明
及
び
契
約
書
の
作
成
）

第
五
条

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
を
受
任
す
る
に
際
し
、
弁
護
士

等
の
報
酬
及
び
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

弁
護
士
等
は
、
法
律
事
務
を
受
任
し
た
と
き
は
、
弁
護
士
等
の

報
酬
に
関
す
る
事
項
を
含
む
委
任
契
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
任
契
約
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
困
難

な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
や
ん
だ
後
、
こ
れ
を
作

成
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
任
し
た
法
律
事
務
が
、
法
律

相
談
、
簡
易
な
書
面
の
作
成
又
は
顧
問
契
約
等
継
続
的
な
契
約

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
き
そ
の
他
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と

き
は
、
委
任
契
約
書
の
作
成
を
要
し
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
委
任
契
約
書
に
は
、
受
任
す

る
法
律
事
務
の
表
示
及
び
範
囲
、
弁
護
士
等
の
報
酬
の
種
類
、

金
額
、
算
定
方
法
及
び
支
払
時
期
、
委
任
事
務
の
終
了
に
至
る
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ま
で
委
任
契
約
の
解
除
が
で
き
る
旨
並
び
に
委
任
契
約
が
中
途

で
終
了
し
た
場
合
の
清
算
方
法
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
六
条

弁
護
士
等
は
、
弁
護
士
等
の
報
酬
に
関
す
る
自
己
の
情
報

を
開
示
し
、
及
び
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
受
任
し
て
い
る
法
律
事
務
の
弁
護

士
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
改
正
）

第
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
五
日
会
規
第
一
〇
二
号

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
会
規
（
外
国
特
別

会
員
関
係
を
除
く

）
の
整
備
に
関
す
る
規
程

。

、

、

、

、

、

第
一
条

第
二
条

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条
改
正
）
抄

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
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年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
）


